
学校教育法施行規則等の一部を改正する省令について（案）
【改正等の概要】
令和６年の学校教育法の一部改正を踏まえ、学校教育法施行規則、専修学校設置基準等について以下の通り所要の改正を行
う。
〇学校教育法施行規則の主な改正事項
・大学の専攻科又は大学院の入学資格に、専門課程における教育との連続性に配慮した教育課程を編成していることその他の基
準を満たす専攻科で文部科学大臣が別に指定するもの（適格専攻科）を修了した者を追加する（第155条第1項）。
・専門課程の入学資格について、大学の入学資格を得られる者と同様の規定とする（第183条）。
・特定専門課程（大学編入資格が付与）の基準として、課程の終了に必要な総単位数を62単位以上とする（第186条）。
・大学院等の入学資格に関する文部科学大臣の指定を受けた専修学校の専門課程又は専攻科を修了した者は高度専門士と称
することができることとする （第186条の3）。
・自己点検評価の実施に関し、大学等と同様に、適切な項目を設定し、適切な体制を整えて行うこととする（第186条の5）
・新たに創設する専修学校の専攻科について、入学資格を短期大学及び高等専門学校の専攻科と同様の規定を設けるとともに、
設置に係る学則変更の届出に関し、高等学校の届出に係る規定を準用する（第189条）。

〇専修学校設置基準
・専門課程ににおける修了要件に関し、これまで授業時数を原則とし、単位数も可としていたところ、単位数に限ることとし、一単位の
内容について大学等と同様の規定とする（第28条の2、第28条の3）。
・専門課程を置く専修学校は、教員及び事務職員等に必要な知識及び技能を習得させ、並びにその能力及び資質を向上させるた
めの研修及び専修学校の授業の内容及び方法を改善するための組織的な研修及び研究を行うものとする（第40条の2）。

〇その他改正及び経過措置等
・専攻科の学生を（独）日本学生支援機構が行う学資貸与の、適格専攻科の学生を高等教育の修学支援新制度（学資支給
及び授業料等減免）の対象とする上で、所要の規定の整備を行う（独立行政法人日本学生支援機構に関する省令・大学等に
おける修学の支援に関する法律施行規則）。
・施行日前に専門課程に入学した者の修了要件については、なお従前の例による（学校教育法の一部を改正する法律施行規則
附則第3条）
【今後のスケジュール】（予定）
改正省令を８月上旬に公布し、令和8年4月1日に施行。（学校教育法の一部改正法の施行の日と同日） 1
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参考：学校教育法の一部を改正する法律の概要
趣旨
専修学校は、学校教育法において、「職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ること」が目的とされ、医療、福祉、工業

等の分野において、実践的な職業教育機関として人材を輩出してきた。
人生100年時代やデジタル社会の進展の中で、職業に結びつく実践的な知識・技能・技術や資格の修得に向けて、リスキリング・リカレント教育を

含めた職業教育の重要性が高まっていること等を踏まえ、専修学校における教育の充実を図るため、専門課程の入学資格を厳格化するとともに、専修
学校における専攻科の設置に係る規定の創設、一定の要件を満たす専門課程の修了者への称号の付与、専門課程を置く専修学校への自己点検評価の義
務付け等の措置を講ずる。

概要

教育の質の保証を図るための措置

専門課程修了者の学修継続の機会確保や社会的評価の向上のための措置

③ 一定の要件を満たす専門課程（以下「特定専門課程」という。）を置く専修学校には、専攻科を置くことができることとする。
※専攻科は、特定専門課程を修了した者等が、より深く学び・研究することを目的とした課程。

※一定の要件を満たす専修学校の専攻科については、短期大学及び高等専門学校の認定専攻科と同様に、大学等における修学の支援に関する法律に基づく修学支援制度
の対象に含める。

① 専修学校の専門課程の入学資格について、大学の入学資格と同様の規定とする。
※専門課程の入学資格について、高等学校等を卒業した者に「準ずる学力があると認められた者」から、高等学校等を卒業した者と「同等以上の学力があると認められ
た者」に改める。

※専修学校専門課程の在籍者の呼称を「生徒」から「学生」に改める。

④ 特定専門課程の修了者全てについて大学編入学資格を認めるとともに、当該修了者は専門士と称することができることとする。

⑤ 専門課程を置く専修学校に大学と同等の項目での自己点検評価を義務付けるとともに、外部の識見を有する者による評価を受ける努力義務を定め
る。

② 専修学校となるために最低限必要な学習時間に関する基準を、大学・高等専門学校と同様に「単位数」により定めることができるようにする。

大学等との制度的整合性を高めるための措置

令和８年４月１日
施行日
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（参考）大学分科会（第181回）・高等教育の在り方に関する特別部会（第15回）合同会議 ＜資料３＞
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（参考）専修学校の第三者評価の概要
１．評価項目等

第三者評価で確認する項目は、自己点検評価の項目のうち教育内容に関することを中心に評価しつつ、既に養成施設指定
 規則等で外部による点検等がある場合などは、学校の判断で必要な項目や指標を追加、削除等をするなどメリハリを付けて
評価

２．第三者評価の実施
    評価の信頼性や質の確保の観点から、評価を実施する者の専門性・中立性に関する要件を満たした者が実施

※第三者評価の実施を推進していくため、文部科学省として、評価組織の立ち上げや評価者育成のための支援、学校の教職員向け研修等の支援を行 
う予定。

３．第三者評価を求める対象
    第三者評価は法的には努力義務だが、大学等と同水準の質の保証が求められる場合や特別な教育課程や取組に対する認
定要件に関するフォローアップが求められている場合等もあることを踏まえ、①大学院入学資格（高度専門士）が付与される専
門課程及び専攻科を有する学校、②外国人留学生キャリア形成促進プログラム認定校については、令和８年４月１日から
の第１期間から第三者評価の実施を求める

４．第三者評価の評価期間、結果の取扱い
第三者評価を行う期間については、実践的な職業教育を行うためには社会のニーズを適宜反映することが必要であり、期間は 

短めに設定した方がいいこと、また、専門学校はほとんどが4年以内の教育課程であることから、５年以内に1回実施する評価の
結果を、学校のHPに掲載するなど社会へ公表するとともに、所轄庁へ報告

５．評価の実施体制の構築
    評価の実施者や教職員の研修等を充実するとともに、すべての学校が質の高い評価を実施できるような仕組みを各地域、各
分野において早急に構築
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